
【表紙】

【提出書類】 訂正有価証券届出書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 平成29年7月24日提出

【発行者名】 ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 三木　桂一

【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目５番１号　大手町ファーストスクエア

【事務連絡者氏名】 山木　龍太郎

【電話番号】 03-5293-3693

【届出の対象とした募集（売出）内国投資

信託受益証券に係るファンドの名称】

ＵＢＳ地球温暖化対応関連株ファンド

【届出の対象とした募集（売出）内国投資

信託受益証券の金額】

1兆円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成29年 5月19日付をもって提出しました有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）において、当

ファンドの投資対象である「ＵＢＳ地球温暖化対応関連株マザーファンド」の投資顧問会社の異動などに伴な

い、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出します。

２【訂正の内容】

＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部　　　は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載している内容

は原届出書が更新されます。
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第一部【証券情報】

（１２）【その他】

＜訂正前＞

＜訂正後＞

該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

＜更新後＞

③　ファンドの特色
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（２）【ファンドの沿革】

＜訂正前＞
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平成19年 8月31日

・ファンドの信託契約締結、運用開始

＜訂正後＞

平成19年 8月31日

・ファンドの信託契約締結、運用開始

平成29年 7月24日

・マザーファンドの運用指図権限の委託先をUBSアセット・マネジメント（アメリカス）インクへ変更

・買付または換金を受付けない日をニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日へ変更

（３）【ファンドの仕組み】

＜更新後＞

①　ファンドの仕組み

 

 

※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、

収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。

※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資

制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。

※3 投資顧問会社に運用の指図に関する権限を委託するにあたり、そのルールを委託会社と投資顧問会社との

間で規定したもの。委託する業務内容、報酬の取決めの内容などが含まれています。

 

２【投資方針】
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（２）【投資対象】

＜訂正前＞

◆投資対象とするマザーファンドの概要

＜ＵＢＳ地球温暖化対応関連株マザーファンド＞

運用の基本方針

基本方針 （略）

主な投資対象 （略）

投資方針 ①　個別銘柄の選択においては、主として温暖化ガスの削減に直接関連する、

ならびにエネルギー効率の改善に関連するという観点から、高成長が期待

できる業種、企業を選択し投資いたします。

②　株式の組入比率は、原則として高位に保ちます。

③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

④　信託財産のリスク軽減のため、デリバティブ取引を行うことがあります。

⑤　資金動向、市況動向によっては上記のような運用ができない場合がありま

す。

⑥　UBS AG, UBSアセット・マネジメント（チューリッヒ）に、運用の指図に

関する権限を委託します。

主な投資制限 （略）

収益分配 （略）

ファンドに係る費用

信託報酬 （略）

申込手数料 （略）

信託財産留保額 （略）

その他の費用など （略）

その他

委託会社 （略）

受託会社 （略）

 

＜訂正後＞

◆投資対象とするマザーファンドの概要

＜ＵＢＳ地球温暖化対応関連株マザーファンド＞

運用の基本方針

基本方針 （略）

主な投資対象 （略）
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投資方針 ①　個別銘柄の選択においては、主として温暖化ガスの削減に直接関連する、

ならびにエネルギー効率の改善に関連するという観点から、高成長が期待

できる業種、企業を選択し投資いたします。

②　株式の組入比率は、原則として高位に保ちます。

③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

④　信託財産のリスク軽減のため、デリバティブ取引を行うことがあります。

⑤　資金動向、市況動向によっては上記のような運用ができない場合がありま

す。

⑥　UBSアセット・マネジメント（アメリカス）インクに、運用の指図に関す

る権限を委託します。

主な投資制限 （略）

収益分配 （略）

ファンドに係る費用

信託報酬 （略）

申込手数料 （略）

信託財産留保額 （略）

その他の費用など （略）

その他

委託会社 （略）

受託会社 （略）

 

３【投資リスク】

＜訂正前＞

（１）ファンドのリスク

＜その他の留意点＞

①　短期金融商品の信用リスク

（略）

②　買付および換金申込に係る制限

・買付または換金の申込日が、スイス取引所またはチューリッヒの銀行の休業日と同日の場合には、

当該買付または換金の申込みは受付けません。

・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき

は、買付および換金の申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた当該各申込を取り消すこ

とがあります。

・信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金請求には制限を設ける場合があります。

③　クーリング・オフ

（略）

④　分配金に関する留意点

（略）

＜訂正後＞

（１）ファンドのリスク

＜その他の留意点＞

①　短期金融商品の信用リスク

（略）

②　買付および換金申込に係る制限

・買付または換金の申込日が、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日と同日の

場合には、当該買付または換金の申込みは受付けません。
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・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき

は、買付および換金の申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた当該各申込を取り消すこ

とがあります。

・信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金請求には制限を設ける場合があります。

③　クーリング・オフ

（略）

④　分配金に関する留意点

（略）

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

＜訂正前＞

（５）取得申込不可日

販売会社の営業日であっても、取得申込日がスイス取引所またはチューリッヒの銀行の休業日に該当す

る場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

＜訂正後＞

（５）取得申込不可日

販売会社の営業日であっても、取得申込日がニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業

日に該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ

い。

２【換金（解約）手続等】

＜訂正前＞

（３）解約請求不可日

販売会社の営業日であっても、解約請求日がスイス取引所またはチューリッヒの銀行の休業日に該当す

る場合は、解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

＜訂正後＞

（３）解約請求不可日

販売会社の営業日であっても、解約請求日がニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業

日に該当する場合は、解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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第三部【委託会社等の情報】

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

＜更新後＞

（３）投資顧問会社

名　　称
資本金の額

（平成28年12月末現在）
事業の内容

UBSアセット・マネジメント（アメリカ

ス)インク
1米ドル

資産運用に関する業務を営

んでいます。

 

３【資本関係】

＜訂正前＞

（３）投資顧問会社

委託会社の親会社であるUBSアセット・マネジメント・エイ・ジーの親会社です。

＜訂正後＞

（３）投資顧問会社

該当事項はありません。
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